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岩
手
県
を
舞
台
に
国
内
最
大
規
模
の
大
型
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、「
い
わ
て

D
C
（
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）」
が
い
よ
い
よ
４
月
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
元
気
な
東
北
・
岩
手
を
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
「
い
わ
て
D
C
」

を
成
功
さ
せ
る
た
め
、
J
R
グ
ル
ー
プ
で
は
、
地
元
の
皆
さ
ま
の
元
気
な
笑
顔

と
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
ま
す
。

　
町
で
は
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
に
出
演
し
て
い
た
だ
け
る
エ
キ
ス
ト
ラ
を
募
集
し

ま
す
。
お
も
て
な
し
の
気
持
ち
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
ポ
ス
タ
ー

が
完
成
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
撮
影
日
時
】
五
月
八
日
（
火
）
八
時

三
十
分
予
定
（
集
合
は
七
時
三
十
分
、

解
散
は
九
時
三
十
分
の
予
定
で
す
）

※
予
備
日
は
翌
九
日
（
同
時
間
）

【
撮
影
場
所
】
小
岩
井
農
場
ま
き
ば
園

【
募
集
人
員
】
五
百
人
　
※
エ
キ
ス
ト

ラ
と
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
人
の

他
、
町
内
の
観
光
関
係
者
や
商
工
会
会

員
な
ど
の
参
加
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

【
撮
影
方
法
】主
催
者
が
用
意
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
ボ
ー
ド
に
、
出
演
者
が
事
前
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
き
ま
す
。
撮
影
時
に

は
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ー
ド
を
出
演

者
全
員
が
、
両
手
高
く
掲
げ
て
撮
影
し

ま
す
（
下
図
参
照
）。

【
謝
礼
】
参
加
者
に
は
記
念
品
と
し
て

「
岩
手
の
み
ん
な
で
ポ
ス
タ
ー
作
ろ

う
！
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
限
定
手
ぬ
ぐ
い
」

を
進
呈
し
ま
す
。

【
事
前
説
明
会
】
撮
影
に
先
立
ち
、
四

月
十
日
（
火
）
十
八
時
三
十
分
か
ら
雫

石
町
ま
ち
お
こ
し
セ
ン
タ
ー
「
し
ず
く

館
」
で
、
説
明
会
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ー

ド
の
作
成
を
行
い
ま
す
。
エ
キ
ス
ト
ラ

を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
忘
れ
ず
に
参
加

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
注
意
事
項
】
政
治
・
思
想
・
企
業
広

告
な
ど
に
か
か
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
パ
ネ
ル

を
作
成
し
た
場
合
は
、
参
加
を
お
断
り

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
参
加

者
に
は
撮
影
同
意
書
へ
の
サ
イ
ン
を
お

願
い
す
る
な
ど
、
諸
注
意
事
項
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
町
役
場
観
光
商
工

課
（
☎
６
９
２
・
６
４
９
８
）

「
い
わ
て
D
C
」
P
R
ポ
ス
タ
ー

日本最大の民間農場「小岩井農場」にいる、
雫石町の500人から、あなたへのメッセージです。

【作成ポスターのイメージ図】

出
演
エ
キ
ス
ト
ラ
募
集
！
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　子どもの食に関する日ごろの悩
みを解消し、子どもと一緒に食事
や栄養について考えましょう。ま
た、食物アレルギーについての講
話や簡単レシピの紹介もあります。
【日時】4月 17 日（火）10 時～11
時 30 分
【場所】町地域子育て支援センター
【対象】子（孫）育て中のご家族
【講師】町教育委員会学校教育課
渡辺ひとみ栄養士
【受講料】無料
【申込期限】4月 13 日（金）
【その他】託児もしますので、お
気軽にご参加ください。
問雫石町子育て支援センター
☎ 692-0722

への用途変更など、農地の現状変
更に関する指導内容を定めた要綱
が 4月 1日から新しくなります。
　新たに必要となる主な手続き
は、次のとおりです。
①事業主の責務として 6カ月以内
に耕作可能な農地に復元すること
や隣接農地所有者などの承諾を得
ること
② 6カ月以上の工期の延長は認め
ないこと
③盛土に係る土砂の搬入元または
切土の処分先、土砂の量など、工
事の詳細を届出書に記載すること
④周辺への被害防止の内容を届出
書に記載すること
⑤農業委員会より是正指導を受け
た事業者は、是正計画書を提出し
た上で工事に着手すること
問町農業委員会事務局農地調整担
当　☎ 692-6594

が燃え広がりやすい状況となり、
山火事が発生しやすい季節です。
次のことに注意し山火事を防止し
ましょう。
・枯れ草などのある火災が起きや
すい場所ではたき火はしない
・たき火の場所を離れる場合は完
全に消火する
・強風時や乾燥時は、たき火・火
入れはしない
・たばこの吸いがらの投げ捨ては
しない
・火入れの許可は必ず受ける
・火遊びはしない
（盛岡西消防署雫石分署）

　農地の改良を目的とした盛土工
事や 200㎡未満の農業用施設用地

農地の現状変更に関する
指導要綱が新しくなります

周　知

育児講座
「子どもの食事を考えよう」

周　知

　厳しい寒さもようやく緩み始め、
桜の季節が待ち遠しくなってきまし
た。町内の桜の名所の一つ、雫石川
園地の道ばたに水仙の花が植えられ
ていることに、皆さんお気付きだっ
たでしょうか？
　雫石川園地西側300ｍほどの長
さで咲いている水仙は、中村直藏さ
ん（駅前、78歳）が植えたものです。
●きっかけは、マナーの喚起
　中村さんが水仙を植えるように
なったきっかけは、園地の桜の開花
が少なかった平成9年、犬の散歩を
する人のマナーの悪さが目に付き、
「花できれいにすれば、マナーを守っ
てくれるのでは」と考え、自宅に植
えていた水仙の球根を分けて植えた

ことです。長根地区のところまで水
仙を咲かせるのが中村さんの夢だそ
うです。その甲斐あってか、最近は
犬のフンを持ち帰る人も多くなって
いるそうです。一方で、きれいに咲
いた水仙を盗掘する被害も出てきて
いることは、とても残念です。
●水仙のよさ
　中村さんは、平成9年までは自宅
周辺に菜の花を植えていて、世界ア
ルペン記念町民運動推進協議会から
「町民まごころ章」を授与されてい
ます。菜種がなくなったことから水
仙に切り替えましたが、水仙は球根
を植えるときも花の管理も手間がか
からない上、咲いた後に分球すれば
簡単に増やすことができます。皆さ

んのお庭にも数多く植えられている
のではないでしょうか。水仙に限ら
ず、庭先で咲いた宿根草や多年草を
分球や株分けをし、友人や知人に譲
り合い、見どころを増やしていけれ
ば素敵ですね。ただし、水仙は毒性
があるので、ニラなどと間違って葉
を食べないように注意しましょう。

町では「花と緑のまちづくり」を推進しています。
オープン・ガーデン、花に関する地域の取り組み、珍し
い花などの話題がありましたら情報をお寄せください。

町役場住民課（☎ 692－6471）

～雫石川園地の桜並木に彩りを添える水仙への思い～
平
成
９
年
か
ら
雫
石
川
園
地
に
水
仙
を

植
え
て
い
る
中
村
さ
ん
（
授
与
さ
れ
た

「
町
民
ま
ご
こ
ろ
章
」
と
一
緒
に
）
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問問い合わせ先団体名　☎電話番号　FAX FAX番号　〶住所　●e Eメール・URL

【応募期限】4月 20日（金）必着
【任期】委嘱の日から３年間
問町役場経営推進課企画財政担当
☎ 692-6499　FAX 692-1311
●e keieisuishin@town.shizukuishi.
iwate.jp

　3月 1日から 5月 31日まで、「忘
れない　山への感謝と　火の始
末」をスローガンに、平成 24 年
岩手県山火事防止運動が展開され
ます。空気の乾燥や強風など、火

附属機関の委員、公務員は除きま
す。
【応募方法】町ホームページ右上
にある「募集」の応募フォームを
利用するか、応募申込書（担当課
備え付け）に必要事項を記載、ま
たは任意の様式に①住所、②氏名、
③ふりがな、④生年月日、⑤性別、
⑥連絡先電話番号、⑦職業、⑧町
の行政改革に対して日頃感じてい
る意見などを記入の上、提出して
ください。
【提出手段】郵便、FAX、持参ま
たは Eメールのいずれかにより提
出してください。

　町では、住民異動などの手続き
に便宜を図るため、下記の日程で
役場の窓口を臨時開庁します。
【実施日・時間】3月 25日（日）、4
月1日（日）、8時30分～17時 15分
【対応窓口・対応業務】
◉住民課▷戸籍届・証明、住民異
動届・証明、印鑑登録・証明など
（住基ネット関係事務は除く）
◉保健課▷国民健康保険に係る資
格取得・喪失等手続、国民年金資
格取得・喪失関係届出書の受理、
後期高齢者医療に係る資格取得・
喪失等の手続、医療費助成申請手
続きなど
◉税務課▷所得証明書（現年度課
税分）、納税証明書など
※住民課では、月曜日と木曜日に
窓口延長も実施していますのでご
利用ください。
【延長時間】17時 15分～18時 30分
問町役場住民課　☎ 692-6470

　町では、行政改革の推進につい
て審議する「雫石町行政改革推進
委員会」の委員を募集しています。
【募集人員】3人（女性2人、男性1人）
【応募できる人】町内に住所があ
り、原則として満 20歳以上 50歳
未満の人。また、町の行政改革に
深い関心のある人。ただし、町の

24年度から役場の組織が一部変わります

空気が乾燥する季節
火の取り扱いに十分注意を

周　知

役場窓口を臨時に開庁
異動手続きなどお忘れなく

周　知

　町では、住民サービスのさらなる
向上を目的に、平成 24 年度から組
織を一部改編します。詳しくは本紙
4月本号でお知らせします。
①防災課の新設
　新設の防災課は、平成 23年度の総務
課消防交通担当業務（消防、防災、防犯、
交通など）になります。
②経営推進課が企画財政課に課名変更
　現在の経営推進課業務に加え、住民
課から恊働推進事業（地域コミュニ
ティ、花と緑の町づくり）、社会教育課
から男女共同参画事業が移管します。
③町民課の設置
　住民課の戸籍事務と関連性の高い保
健課の業務を一体化します。
④健康センター機能の充実
　現在の健康推進課業務に、福祉課か
ら包括支援センター業務、難患者等の
支援事業が、保健課から地域医療協議
会事業、二次救急医療等補助事業、患
者等輸送バス事業が、雫石診療所から

診療所事務機能が加わり、健康推進、
地域医療、高齢者支援の一連した体制
を整備します。
　主な改編は次のとおりです。

総務課

防災課（新）

企画財政課

町民課

福祉課

健康推進課

雫石診療所

経営推進課

健康推進課

総務課

住民課

保健課

福祉課

23年度 24年度

①

②

③

④

雫石診療所

行政改革推進委員会の
委員を募集しています

募　集
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広
報
し
ず
く
い
し
●
平
成
24
年
（
2012

年
）
3
月
25
日
　
第
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号
　
発
行
／
雫
石
町
　
編
集
／
経
営
推
進
課
　
〒
020－

0595　
岩
手
県
岩
手
郡
雫
石
町
千
刈
田
5
番
地
1　
☎
019－

692－
2111　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
http://w

w
w
.tow
n.shizukuishi.iw

ate.jp/

【健康センター（つどいの広場）開放日】毎週金曜日 10時～13時　【問い合わせ先】健康推進課（☎692－2227　FAX 691－1106）

▶子宮頸がんワクチンなどの予防接種費用を助成

◆個別予防接種 会場：上原小児科医院（要予約☎ 692-3907）
予防接種名 接種年齢 通知案内
BCG 6カ月未満 出生届時に発行
三種混合 3～90カ月未満 出生届時に発行

第1期麻しん風しん混合 1～2歳未満 1歳の誕生日以降に通知
※町外の医療機関で予防接種を希望される場合は、依頼書を発行します。印鑑を持参
の上、健康推進課（健康センター内）に申請してください。

◆4月の乳幼児健康診査、各種相談
実施日 内容 対象者 受付時間 会場
6日（金）乳幼児健康診査 1歳までのお子さん 13時 00分～13時 30分 保健センター
12日（木）1歳 6カ月児健康診査 平成22年 9月・10月生まれのお子さん 13時 00分～13時 30分 保健センター
18日（水）ポリオ生ワクチン 90カ月までのお子さん（雫石地区） 13時 30分～14時 00分 保健センター
19日（木）2歳 6カ月児相談 平成21年 9月・10月生まれのお子さん 13時 00分～13時 30分 健康センター

25日（水）「話っこするべ」※傾聴ボランティアやまびこ会による傾聴相談 傾聴希望者（悩みごとなどを話したい人） 10時 00分～12時 00分 保健センター

26日（木）赤ちゃん相談 1歳までのお子さん   9 時 30分～11時 00分 保健センター
※乳幼児健康診査の対象者▶ 3～4カ月児＝H23 年 12 月生まれ、9～10 カ月児＝平成 23 年 6月生まれ、1歳児＝平成 23 年 4月生まれ
※乳幼児の健康診査、予防接種を早めに終了したい場合は、母子手帳の受け付けを正午から行います。

日にち 午前 午後
2 （月） 秋山 藤沢
3 （火） 秋山
4 （水） 秋山
5 （木） 秋山
6 （金） 増田
9 （月）秋山・増田 増田
10（火） 秋山
11（水） 秋山 桂
12（木） 秋山
13（金） 増田
16（月） 秋山 藤沢
17（火） 秋山
18（水） 秋山 桂
19（木） 秋山
20（金） 増田
23（月）秋山・増田 増田
24（火） 秋山
25（水） 秋山
26（木） 秋山
27（金） 増田

雫石診療所　4月
外来診療のご案内
問い合わせ先☎ 692－3155

受付時間▶ 8：30～11：30
　　　　　13：30～16：30
○診療は内科のみで、夜間・土日祝
日は休診しています
　（休日当番医は実施します）
※病棟に面会の際は、感染防止のた
めマスクを持参・着用ください
※担当医は予告なく変更となる場合
　があります

▶平成24年度各種検診が始まります

　町では平成24年度も引き続き、子
宮頸がん、小児用肺炎球菌、ヒブ（イ
ンフルエンザ菌b型）3つのワクチン
接種費用を全額助成します。助成期間
は4月 2日から平成25年 3月 30日

までです。予防接種は任意接種となっ
ていますので、効果や副反応などを十
分に理解した上で、保護者の判断によ
り接種を受けるようお願いします。対
象者には案内文を送付します。

　町では、平成24年度の各種検診を
行います。対象者には4月中旬以降、
各地区の保健推進員を通じて「各種検
診申込み調査票」、「平成24年度各種
検診のお知らせ」などが配布されます。
職場や病院、人間ドックなどで受ける
人以外はご自身の健康管理のため、必
ず申し込みをし、検診を受けましょう。
【検診内容】
①結核および肺がん検診（40歳以上）
②大腸がん検診（40歳以上）
③胃がん検診（40歳以上）
④子宮がん検診（20歳以上）
※雫石地区および前年度未受診者、

20～40歳の節目年齢の人）
⑤乳がん検診（40歳以上）
※雫石地区および前年度未受診者、
40～60歳の節目年齢の人
⑥前立腺がん検診（50～69歳の男性）
⑦超音波検診（35歳以上）
⑧節目総合健康診査（35、40、45、
50、55、60歳）
　検診に関する詳しい内容については
「平成24年度各種検診のお知らせ」を
ご覧ください。
　また、特定健診の案内は医療保険者
から「受診券」が送付されます。

ワクチン名 助成対象者

子宮頸がんワクチン
①中学 1年（平成 11 年 4 月 2 日～平成 12
年 4月 1日生まれ）の女子
②昨年度 1回または 2回接種した女子（中
学 2年生～高校 2年生相当）

小児用肺炎球菌ワクチン 2カ月～5歳未満（5歳の誕生日の前々日まで）
ヒブ（インフルエンザ菌b型）ワクチン 2カ月～5歳未満（5歳の誕生日の前々日まで）
※接種する際は予約が必要です。事前に医療機関にお問い合わせください。
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